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第３期スポーツ基本計画（令和４年３月２５日） 

第２部第３章（１）「多様な主体におけるスポーツの機会創出」関係部分抜粋 

（本文 P.28～P.36） 

第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策 

 

（１）多様な主体におけるスポーツの機会創出  

【政策目標】 

 国民のスポーツ実施率を向上させ、日々の生活の中で一人一人がスポーツの価値を享受

できる社会を構築する。 

 

① 広く国民一般に向けたスポーツを実施する機会の創出 

［現状］  

・ 成人の週１回以上のスポーツ実施率は 56.4％（障害者は 31.0％）（令和３年度）であ

り、成人のスポーツ非実施者（過去１年間に１度もスポーツを実施していない者）の割

合は 18.0％（障害者は 41.3％）（令和３年度）である。 

・ 成人の 1 回 30 分以上の運動を週２日以上、1 年以上実施している者の割合（令和元

年度）は男性が 33.4％、女性が 25.1％である28。 

・ スポーツを行う理由は、健康、体力増進・維持、楽しみ・気晴らし、運動不足を感じ

るから等様々であり、スポーツ実施を阻害する要因は、仕事や家事が忙しいから、面倒

くさいから、年をとったから等世代によって異なる。 

  

［今後の施策目標］ 

 ✔ 東京大会で高まったスポーツ実施の機運も生かしつつ、競技に勝つことだけではな

く「楽しさ」や「喜び」もスポーツの大切な要素であるという認識の拡大を図るととも

に、スポーツの実施に関し、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず広く一般に向けた

普及啓発や環境整備を行うことにより、成人の週１回以上のスポーツ実施率が 70％（障

害者は 40％）になること、成人の年１回以上のスポーツ実施率が 100％に近づくこと

（障害者は 70％程度になること）を目指す。 

 ✔ １回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上実施し、１年以上継続している運動

習慣者の割合の増加を目指す。 

 

［具体的施策］ 

 ア 国は、Sport in Life コンソーシアム29を情報や資源のプラットフォームとすること

 
28 （出典）厚生労働省：国民健康・栄養調査報告 
29 地方公共団体、スポーツ団体、経済団体等が連携してスポーツ振興に取り組んでいくために、関係団体で構成する
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を通じ、国や地方公共団体、スポーツ団体、民間事業者、保険者等の関係機関・団体等

の連携と、一体感をもった国民のスポーツ実施促進に係る取組を推進する。 

 イ 地方公共団体は、スポーツ主管課と教育・福祉主管課等で連携し、地域のスポーツ団

体やスポーツ施設、総合型クラブ等及び、医療機関・福祉施設等の関係者の連携体制を

構築して住民のスポーツ実施を促進する。 

ウ 国は、「楽しさ」や「喜び」といったスポーツの価値を認識する人を増やすことを目

指すととともに、関係省庁と連携して、厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基

準・身体活動指針」の周知等、健康・体力の保持増進に資するスポーツの普及啓発を行

う。 

 エ 国、地方公共団体は、ＪＩＳＳや地域のスポーツ医・科学センター等を活用し、アス

リートだけでなく、地域住民の健康状態に応じた安全かつ効果的な運動・スポーツプロ

グラムについても情報提供する仕組みづくりを促進する。 

 オ 国は、性別、年齢、障害の有無等に関係なく、多様な主体がスポーツを楽しむために、

アーバンスポーツ等の新しいスポーツへの参画や誰もがひとしく参加できるスポーツ

の導入、日常生活の中で気軽にできる運動やスポーツ・レクリエーションの実施、状況

や環境の変化に応じた柔軟な実施方法やルールの変更・工夫など、スポーツに関わる人

がそれぞれの状況・事情等にあわせ最も適切な手法・態様を取り入れてスポーツを「つ

くる／はぐくむ」ことができるように、必要な啓発活動や支援を行う。 

 

 

② 学校や地域における子供・若者のスポーツ機会の充実と体力の向上 

ａ．運動部活動改革の推進と地域における子供・若者のスポーツ機会の充実 

［現状］ 

 ・ 中学生のスポーツ活動が地域・学校等に応じて多様な形で最適に実施されるよう、平

成 30年３月に「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定したとこ

ろ、運動部活動の平均活動時間は短縮傾向にあり、休養日は増加傾向にあるものの、ガ

イドラインに定めた時間数等には達していない。 

 ・ 中学校の運動部活動において、競技経験のない教師が指導をせざるを得ない現状があ

り、また、部活動の指導が教師の大きな業務負担となっている。 

 ・ 令和２年９月に「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を取りまとめ、改革の第

一歩として令和５年度以降、段階的に休日の部活動の運営主体を学校から地域に移行

していく方針を示している。 

 ・ 地域における子供のスポーツ実施の場について、総合型クラブの地方公共団体におけ

る設置率は 80.9％30となっているが、総合型クラブについては運営体制の強化や行政と

 
コンソーシアム。Sport in Life プロジェクトの一環として行われている。 

30 設置数は令和３年７月現在 3,583 クラブ。 
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の連携が課題となっており31、スポーツ少年団は年々減少するなど、地域で様々な住民

が一人一人のニーズに合わせたスポーツをするための場、プログラム、指導者等の環境

の充実が必要である。 

 ・ 「学校体育施設の有効活用に関する手引き」の策定やモデル事業を通じて、学校体育

施設の有効活用を推進している。 

 ・ こうした状況の下、令和３年 10月、学識経験者や学校スポーツ関係者から構成され

る「運動部活動の地域移行に関する検討会議」をスポーツ庁に設置し、「学校の働き方

改革を踏まえた部活動改革について」で示した方針の具体化に向けて検討に着手した

ところであり、令和５年度からの休日の部活動の段階的移行が各地で着実に進められ

るよう、令和４年の可能な限り早期に提言を取りまとめることを予定している。 

 

［今後の施策目標］ 

✔ 中学生等の青少年にとってふさわしいスポーツ環境の実現を目指し、まずは休日の

部活動の運営主体の学校から地域への移行の着実な実施とともに、地域において子供

のニーズに応じた多種多様なスポーツを安全・安心に実施できる環境を新たに構築す

るため、「運動部活動の地域移行に関する検討会議」で提言された改革の方向性・方策

に基づき、運動部活動改革を着実に推進する。 

 

［具体的施策］ 

 ア 国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、部活動の運営主体の学校から地域

への移行について、まずは、令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行に向け

て、各地域の実態に応じた様々な課題に対応するための実践研究を行うとともに、得ら

れた事例を効果検証し、情報発信することで取組の全国展開を図る。また、運動が苦手

な生徒や障害のある生徒も含めて、どの生徒も地域においてスポーツに親しむ機会が

確保されるよう、地域におけるスポーツ環境の整備充実を推進する。 

 イ 国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、総合型クラブやスポーツ少年団、

競技団体、地域スポーツクラブ等の地域における子供のスポーツ実施の場を担う関係

団体において、運動・スポーツ指導者の資質向上や相互派遣、活動の場の調整等につい

て連携・協力を促進する。また、幼児期や運動を得意としない子供、障害のある子供等

を含めた多様な子供が参加しやすい環境を整備し、地域における子供のスポーツ実施

を促進する。 

 ウ 国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、子供のニーズに対応できるよう、

アーバンスポーツや誰もがひとしく参加できるスポーツ、レクリエーション志向等の

活動も含めて、多種多様なスポーツの機会の提供を促進する。 

 
31 令和２年７月現在では、自己財源率が 50％以上のクラブが 68.0％にとどまっている。また、ＰＤＣＡサイクルが定

着しているクラブは 32.5％、地域課題解決のための方策等について市区町村行政と連携して事業を実施しているク

ラブは 15.3％であり、いずれも割合の増加が課題となっている。 
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 エ 国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、地域における青少年の武道実践の

機会の提供を促進するとともに、安全に配慮した指導が行える指導者の確保を図る。 

 オ 国は、地方公共団体及びスポーツ団体等と連携し、地域スポーツに参加する子供たち

の成果発表の機会を確保・充実する観点から、大会の在り方の見直しを図る。 

 カ 国は、部活動の運営主体の学校から地域への移行の流れを踏まえ、学習指導要領や地

域スポーツ環境の在り方等の部活動に関する仕組みについて適切なものとなるよう検

討する。 

 キ 国は、基本法、学校教育法、社会教育法の趣旨を踏まえて学校体育施設の有効活用を

促進するため、地方公共団体内での十分な連携や、総合型クラブや民間事業者を含む多

様な主体の参画による効率的・効果的な活用、一般開放を前提とした施設整備（社会体

育施設との複合化、耐震化、バリアフリー化等）、デジタル技術を活用した施設の情報

管理等を先進事例の情報提供等により推進する。 

 

ｂ．子供・若者の日常的な運動習慣の確立と体力の向上 

[現状] 

 ・ 第２期計画においては、「自主的にスポーツをする時間を持ちたいと思う中学生の割

合」を 80％とすることが目標であったが32、令和元年度時点で 65.3％への増加にとど

まり、目標は達成できなかった。 

 ・ 「運動（体を動かす遊びを含む）やスポーツをすることが「嫌い」「やや嫌い」であ

る中学生の割合」を計画策定時の 16.4％から半減することが目標であったが、令和３

年度時点で 18.5％と増加し、目標は達成できなかった。 

 ・ 「子供の体力水準」について、高かった昭和 60年頃の水準まで引き上げることを目

標としていたが、中学生男子及び高校生男子の 50m 走を除き、目標に到達しなかった。

特に、令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果からは、新型コロナウイ

ルスの感染拡大によって、令和元年度末から児童生徒を取り巻く環境が一変した結果、

全国的に、子供の体力レベルの低下傾向が進む状況が明らかとなった。 

 ・ 運動時間は小・中学生ともに平成 29年度をピークに減少で、運動をする子供としな

い子供で二極化が続いており、運動やスポーツをすることが好きな子供は中学校で減

少する傾向にある。 

 ・ 幼児期の子供については運動習慣等に係る現状把握や、運動・スポーツ実施に係る保

護者・保育者に対する普及啓発が不足している。 

 

［今後の施策目標］ 

✔ 体育・保健体育の授業等を通じて、運動好きな子供や日常から運動に親しむ子供を

増加させ、生涯にわたって運動やスポーツを継続し、心身共に健康で幸福な生活を営

 
32 平成 28 年度の策定時は 58.7％。 
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むことができる資質や能力（いわゆる「フィジカルリテラシー」）の育成を図る。 

  その結果として、 

・１週間の総運動時間（体育授業を除く。）が 60 分未満の児童の割合を 12％（令和３

年度）から半減、生徒の割合を 13％（令和３年度）から半減、 

・卒業後にも運動やスポーツをしたいと「思う」「やや思う」児童の割合を 86％（令和

３年度）から 90％以上に、生徒の割合を 82％（令和３年度）から 90％以上に増加、 

・新体力テスト33の総合評価がＣ以上である児童の割合を 68％（令和３年度）から 80％

以上に、生徒の割合を 75％（令和３年度）から 85％以上に増加 

を目指す。 

 

［具体的施策］ 

 ア 国は、地方公共団体等と連携し、体力や技能の程度、障害の有無及び性別・年齢等に

かかわらず、運動やスポーツ等についての科学的な理解を促し、生涯にわたって健康を

保持増進しスポーツの多様な楽しみ方を社会で実践できるよう、体育が苦手な児童生

徒のための授業づくり等の教員研修、指導の手引きやＩＣＴの活用も含めて、体育・保

健体育の授業の充実を図るとともに、大学スポーツにおいてもそうした環境づくりを

推進する。 

 イ 国は、地方公共団体等と連携し、障害があることを理由として、体育の授業を見学し

ている児童生徒がいる実態を踏まえ、参加を希望する児童生徒の見学ゼロを目指した

障害のある児童生徒が共に学べる学習プログラムの開発を行うとともに、障害児のス

ポーツ・運動機会を確保するため、個に応じた指導計画・指導内容等の工夫を促進する。 

 ウ 国は、地方公共団体等と連携し、児童が運動の楽しさや喜びをより一層味わえるよう、

アスリートのセカンドキャリアや中学校保健体育教員の活用等により、主に小学校高

学年での体育専科教員の配置を促進する。 

 エ 国は、地方公共団体等と連携し、児童生徒の体力・運動能力等の現状を把握・分析し、

そのデータの利活用を促進することで、国・教育委員会・学校における体育の授業や特

別活動の体育的行事、授業間の休憩時間を活用した外遊び等の体力向上の継続的な取

組の改善に役立てる。その際、学校や地方公共団体等が家庭や地域等とも連携しながら、

児童生徒の生活スタイルを踏まえた運動機会の確保等に向けた取組が進むよう、国は、

児童生徒の体力・運動能力向上に関する優良事例の提供や研修の実施等を通じて積極

的な働きかけを行う。 

 オ 国は、幼児期の子供の運動・スポーツ実施状況や体力水準等に係る現状の把握・評価

の在り方について検討する。 

 
33 平成 11 年度の体力・運動能力調査から導入した実技テスト。小学生は握力、上体起こし、長座体前屈、反復横と

び、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ソフトボール投げを実施。中学生は、握力、上体起こし、長座体前

屈、反復横とび、持久走又は 20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ハンドボール投げを実施。各項目の記録を

得点化・合計し、総合評価（Ａ～Ｅ）をする。 
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 カ 国は、地方公共団体や民間事業者等に対し、障害の有無や性別等にかかわらず幼児期

からの運動習慣を形成するため、保護者・保育者等に対し、幼児期における運動の重要

性や安全にスポーツを実施できる施設等に関する情報発信を行えるよう支援するとと

もに、幼児期運動指針やアクティブ・チャイルド・プログラム34の活用等を通じた運動

遊びの機会の充実を促進する。 

 キ 国は、地方公共団体及び武道関係団体等と連携し、武道を指導する教師の研修、指導

者の派遣、武道場の整備等を通じて、中学校における多様な武道の指導を充実する。 

 

 

③ 女性、障害者、働く世代・子育て世代のスポーツ実施率の向上 

［現状］  

・ 女性のスポーツ実施率は男性に比べて低く、若年女性については、スポーツの好き嫌

い等の理由により、スポーツ実施時間が短い傾向にある。 

・ 女性については、運動不足や極端な痩せに伴う骨粗しょう症や妊娠中・産後の心身の

健康悪化等の健康課題が顕在化している。 

・ 成人の障害者の週１回以上のスポーツ実施率は 31.0％（令和３年度）と、成人一般

の 56.4％（同）と比べると大きな隔たりがある。また、若年層（７～19歳）の障害者

の週１回以上のスポーツ実施率は、41.8％（同）となっている。 

・ 障害者で過去１年に１回もスポーツを実施していない者の割合は、成人で 41.3％（令

和３年度）、若年層で 26.9％（同）となっている。 

・ 年代別のスポーツ実施率は、働く世代・子育て世代の 20～50 代で落ち込む傾向があ

る。また、テレワークの浸透等による運動不足やそれを一因とする耐糖能異常、脂質異

常、高血圧、肥満等の生活習慣病、外出制限等によるメンタルヘルス不調の課題が増加

している。 

 

［今後の施策目標］ 

✔ 女性のニーズや健康課題の解決が見込まれるスポーツについて普及啓発を行うとと

もに、環境整備を促進し、女性のスポーツ実施率の向上を目指す。 

✔ 障害者スポーツの実施環境を整備するとともに、一般社会に対する障害者スポーツ

の理解啓発に取り組むことにより、学校体育等以外について、障害者の週１回以上の

スポーツ実施率を 40％程度（若年層は 50％程度）、障害者の年１回以上のスポーツ実

施率を 70％程度（若年層は 80％程度）とすることを目指す。 

✔ 隙間時間等に気軽にスポーツに取り組める環境づくりの推進や、従業員の健康づく

りにスポーツを活用する民間事業者に対する支援等により、働く世代・子育て世代の

スポーツ実施率向上を目指す。 

 
34 ＪＳＰＯが開発した子供が発達段階に応じて身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラム。 
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［具体的施策］ 

 ア 国は、地方公共団体や民間事業者等に対し、女性がスポーツを実施する意欲を向上さ

せるための取組や女性のスポーツと健康との関係、女性がスポーツをしやすい環境の

整備について、地域のスポーツクラブや研究機関、医療機関等の関係団体間で情報を共

有、連携して普及啓発や環境整備等を行えるよう支援する。 

イ 国、地方公共団体は、障害者が身近な場所でスポーツを実施できるよう、全国障害者

スポーツ大会（都道府県等で行う予選会を含む。）の活用や、総合型クラブとの連携も

図りながら、引き続き、地域の課題に応じたスポーツ実施環境の整備に取り組む。また、

障害者スポーツ用具の整備・利用促進にも取り組む。 

 ウ 国は、特に、依然として多くの割合を占める非実施の障害者に対するスポーツの魅力

の発信や、民間事業者や地域におけるスポーツ実施機会の創出等により、非実施層の減

少を図る。 

エ 国は、（公財）日本スポーツ施設協会や地方公共団体等の関係者と十分に連携して、

性別、年齢、能力等に関係なく、地域において誰もがスポーツ施設でスポーツを行いや

すくするため、ハード面の整備だけでなくソフト面での知恵と工夫による積極的な対

応も含めた施設のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化等について、東京大会を

契機に整備された施設の取組を含む先進事例の情報提供等により推進する。 

オ 国は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨について周知し、合理

的配慮の取組事例の収集及び関係者に対する共有を進めるとともに、車いす競技の体

育館利用における誤解の解消等により施設の利用を促進する。 

カ 国は、働く世代・子育て世代に対して、通勤時間や休憩時間等を活用して、今までよ

りもプラス 10分の運動習慣づくりを促す。 

キ 国は、「スポーツエールカンパニー」認定制度35の認知度向上と、認定企業の拡大を図

る。また、関係省庁と連携して民間事業者に対する普及啓発活動を行い、民間事業者の

「健康経営」におけるスポーツの活用を促進する。その際には、厚生労働省の「事業場

における労働者の健康保持増進のための指針（ＴＨＰ指針）」と連携・協力を図り、従

業員の健康保持増進活動におけるスポーツの活用を促進する。 

 ※本項にも位置付けられる既出施策：（１）「② 学校や地域における子供・若者のスポー

ツ機会の充実と体力の向上」「ｂ．子供・若者の日常的な運動習慣の確立と体力の向上」 

イ(P.32) 

 

【再掲部分引用】：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

（１）多様な主体におけるスポーツの機会創出 

 
35 従業員の健康増進のために、スポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業を「スポーツエールカンパニ

ー」として認定する制度。従業員がスポーツに親しめる環境づくりを進める企業の社会的評価が向上することで、

「働き盛り世代」を始めとして、国民全体のスポーツ実施率の向上につなげていくことを目的とする。 
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 ② 学校や地域における子供・若者のスポーツ機会の充実と体力の向上 

 ｂ．子供・若者の日常的な運動習慣の確立と体力の向上 

 [具体的施策] 

イ 国は、地方公共団体等と連携し、障害があることを理由として、体育の授業を見学している児童生
徒がいる実態を踏まえ、参加を希望する児童生徒の見学ゼロを目指した障害のある児童生徒が共に
学べる学習プログラムの開発を行うとともに、障害児のスポーツ・運動機会を確保するため、個に応
じた指導計画・指導内容等の工夫を促進する。 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

 

④ 大学スポーツ振興 

［現状］  

・ 「大学スポーツの振興に関する検討会議最終とりまとめ」（平成 29 年 3 月文部科学

省）の提言等に基づき、以下のような施策を推進・実施してきているところである。 

・ 大学スポーツアドミニストレーター36（ＳＡ）の配置に取り組む大学をモデル的に支

援し、ＳＡの配置数は増加した。他方で、全国的にみると、大学スポーツに対して全学

的に適切に関与する体制が整ったとは言えない状況にある。 

・ 「大学スポーツによる地域振興」等に取り組む大学をモデル的に支援し、全学的な取

組を推進した。他方、事例数がまだ少なく、個々の取組においても深化が必要な状況で

ある。 

・ 大学横断的かつ競技横断的な大学スポーツの全国統括団体の創設を推進し、平成 31

年３月に独立した民間団体として（一社）大学スポーツ協会（ＵＮＩＶＡＳ）が設立さ

れ、大学スポーツ振興に向けた国内体制が構築された。新型コロナウイルスの影響によ

り思うように成果を出せない状況が続いていたが、最近具体的な成果37を出し始めてお

り、今後さらに、国と連携・協力して、具体的成果を上げていくことが期待されている。 

 

［今後の施策目標］ 

✔ ＵＮＩＶＡＳと一層連携・協力して、「する」「みる」「ささえる」といった面で大学

スポーツ自体の競技振興を図るとともに、大学スポーツによる地域振興を促進し、「感

動する大学スポーツ」の実現を目指す。その結果として、ＵＮＩＶＡＳの認知度及び大

学スポーツへの関心度の向上を目指す。 

 

[具体的施策] 

 ア 国は、「大学スポーツの振興に関する検討会議」（平成 28年設置）等で議論し整理さ

れた、（１）大学スポーツの振興（①安全・安心な大学スポーツ環境の確立、②デュア

 
36 大学において大学スポーツ分野を戦略的かつ一体的に管理・統括する専門人材。 
37 安全対策の実施状況の評価等を行い、認証の発行と安全補償を付与するＵＮＩＶＡＳ安全安心認証制度の創設な

ど。 
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ルキャリアの推進、③大学スポーツの価値向上・認知向上）、（２）大学スポーツによる

地域振興といった分野（大学スポーツ振興）について、ＵＮＩＶＡＳと連携・協力して、

引き続き着実に取組を進める。 

 イ 国は、大学スポーツ振興の土台となる機運の醸成・拡大のため、大学スポーツの重要

性について、大学関係者が集まる場等を積極的に活用し、広く大学関係者全体、特に大

学トップ層の理解を更に促進する。 

 ウ 国は、新型コロナウイルスの影響下での経験等を踏まえ、大学スポーツを振興する体

制を更に全国の大学へ広げていくため、従前推進してきたＳＡの配置に加え、各大学の

規模やミッションに応じた手法により、大学スポーツへの適切な関与・支援体制の構築

を加速化する。 

エ 国は、大学が地域における重要な存在として役割を担うことができるよう、先進事例

の情報提供等により、大学スポーツが有する資源（施設、人材、知的資源等）を存分に

活用した地方創生を推進する。 

オ ＵＮＩＶＡＳは、国から独立した民間団体であることを前提とした上で、日本らしい

大学スポーツの全国統括団体として、大学スポーツ振興という目的を共有する国と連

携・協力した取組を進めるよう努める。  

 


